
○第１４６回農薬専門調査会幹事会（公開） 

日時：平成２９年３月２９日（水）１４：００～１５：３０ 

議事概要： 

 

（１）農薬（アミノシクロピラクロル）の食品健康影響評価について 

・審議の結果、アミノシクロピラクロルの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．９１ ｍｇ／ｋｇ

体重／日、急性参照用量（ＡＲｆＤ）を設定の必要なしとし、評価書（案）を一部修正の上、

食品安全委員会に報告することとなった。 

＊除草剤で、日本国内での農薬登録はありません。今回、反すう動物の可食部及び乳へのイ

ンポートトレランス申請がされています。 

 

（２）農薬（カズサホス）の食品健康影響評価について 

・審議の結果、カズサホスの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．０００２５ ｍｇ／ｋｇ体重／

日、急性参照用量（ＡＲｆＤ）を０．００５ ｍｇ／ｋｇ体重とし、評価書（案）を一部修正

の上、食品安全委員会に報告することとなった。 

＊殺虫剤で、だいこん、きゅうり等に使用します。今回、残留農薬基準の変更に関する評価

要請がされています。 

 

（３）農薬（メタフルミゾン）の食品健康影響評価について 

・審議の結果、メタフルミゾンの一日摂取許容量（ＡＤＩ）を０．１２ ｍｇ／ｋｇ体重／日、

急性参照用量（ＡＲｆＤ）を設定の必要なしとし、評価書（案）を一部修正の上、食品安全

委員会に報告することとなった。 

＊殺虫剤で、キャベツ、はくさい等に使用します。今回、残留農薬基準の変更に関する評価

要請がされています。 

 

（４）その他 

・「農薬の食品健康影響評価における暴露評価対象物質に関する考え方」の修正案が審議さ

れ、了承された。 

 


